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職場のハラスメントに関する相談は引き続き増加 
「令和６年度 職場におけるハラスメントに関する相談の状況」 

～12月 18日（木）に「カスハラ対策 実践セミナー」を開催します～ 

 

 岐阜労働局（局長 原田 浩一）は、岐阜労働局管内における令和６年度の「職場におけるハラスメ

ントに関する相談の状況」を  別紙１  のとおりとりまとめましたので公表します。 

 職場におけるハラスメントについては、令和７年６月に公布された改正労働施策総合推進法等に基づ

き「カスタマーハラスメント」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」についても雇用管

理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります（施行日は公布後１年６か月以内の政令で定め

る日。）。 

 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、

ハラスメントが発生しやすいと考えられる 12月を｢職場のハラスメント撲滅月間｣と定め、集中的な広

報・啓発活動を実施します（  別紙２  参照）。 

 岐阜労働局においても 12 月 18日に「義務化対応！ 現場で役立つカスハラ対策 実践セミナー」を

開催します（  別紙３  参照）。 

 

１ 令和６年度の職場におけるハラスメントに関する相談件数（  別紙１  ） 

 ・ハラスメントに関する相談件数は2,625件と前年度よりも66件増加（2.6％増）。 

 ・パワーハラスメントに関する相談の増加が顕著（前年度比333件増（31.0％増））。 
セクシュアルハラ
スメント、妊娠・
出産等に関するハ
ラスメント等 

育児・介護休業等
に関するハラスメ
ント等 

パワーハラスメント いじめ・嫌がらせ 
計 

（男女雇用機会均等法） （育児・介護休業法） （労働施策総合推進法） （個別労働紛争解決促進法） 

214 件 
（前年度 226件） 

120 件 
（前年度 134件） 

1,406 件 
（前年度 1,073件） 

885 件 
（前年度 1,126件） 

2,625 件 
（前年度 2,559件） 

 岐阜労働局 雇用環境・均等室及び県内８か所の総合労働相談コーナーで対応した労働相談件数。 

２ 岐阜労働局主催セミナー（  別紙３  ） 

令和７年度 新はつらつ職場づくり推進事業「義務化対応！ 現場で役立つカスハラ対策 実践セミナー」 

○日時 令和７年 12月 18日（木）13:15－15:45 

○場所 岐阜県図書館 １階 多目的ホール（岐阜市宇佐南４－２－１） 

○講演 「不当要求に立ち向かうための心得」（（公財）岐阜県暴力追放推進センター 専務理事 森 泉 氏） 

  

  

       Press Release 

令和７年 11月27日（木） 

【照会先】 

岐阜労働局 雇用環境・均等室 

 雇用環境改善・均等推進監理官 永田 陽一 

 室長補佐（指導）       辻  健夫 

 電話 058-245-1550 
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職場におけるハラスメント 
（厚生労働省「職場のハラスメント 対策リーフレット」令和６年 11月） 

相談窓口 
名称 電話番号 所在地 

岐阜労働局 雇用環境・均等室 058-245-1550 岐阜市金竜町5－13 岐阜合同庁舎４階 

岐阜労働局 総合労働相談コーナー 058-245-8124 岐阜市金竜町5－13 岐阜合同庁舎４階（岐阜労働局 雇用環境・均等室） 

岐阜総合労働相談コーナー 058-207-0068 岐阜市五坪 1－9－1 岐阜労働総合庁舎３階（岐阜労働基準監督署） 

大垣総合労働相談コーナー 0584-80-5078 大垣市藤江町 1－1－1（大垣労働基準監督署） 

高山総合労働相談コーナー 0577-32-1180 高山市花岡町3－6－6（高山労働基準監督署） 

多治見総合労働相談コーナー 0572-88-8001 多治見市音羽町5－39－1 多治見労働総合庁舎３階（多治見労働基準監督署） 

関総合労働相談コーナー 0575-22-3251 関市西本郷通3－1－15（関労働基準監督署） 

恵那総合労働相談コーナー 0573-26-2175 恵那市長島町正家 1－3－12 恵那合同庁舎２階（恵那労働基準監督署） 

岐阜八幡総合労働相談コーナー 0575-65-2101 郡上市八幡町有坂 1209－2 郡上八幡地方合同庁舎３階（岐阜八幡労働基準監督署） 
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職場におけるハラスメントに関する相談の状況 

岐阜労働局 雇用環境・均等室 

 

１ ハラスメントに関する相談件数（令和２年度～令和６年度） 

 
  令和２年６月に労働施策総合推進法が施行（令和４年４月全面施行）され、企業の職場におけるパワーハラスメント

に関する紛争は同法に基づき対応することとなったことから、いじめ・嫌がらせに関する個別労働紛争に基づく対応と

パワーハラスメントに関する労働施策総合推進法に基づく対応は令和２年度以降別計上としている。 

 

２ ハラスメントに関する相談の内訳（令和６年度） 

 ⑴ 男女雇用機会均等法関係のハラスメントに関する相談の内訳 

 

 

ハラスメント関係の相談 

（男女雇用機会均等法関係） 
214 件 

 妊娠・出産等を理由とする

不利益取扱 
86 件 

 セクシュアルハラスメント 111 件 

 妊娠・出産等に関するハラ

スメント 
17 件 
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【男女雇用機会均等法】

・セクシュアルハラスメント

・妊娠・出産等に関するハラスメ

ント

・妊娠・出産等を理由とする不

利益取扱

【育児・介護休業法】

・育児・介護休業等に関するハラ

スメント

・育児休業・介護休業等を理由

とする不利益取扱

【労働施策総合推進法】

・パワーハラスメント

【個別労働紛争解決促進法】

・いじめ・嫌がらせ

[件]

別紙１ 

妊娠・出産等を理由
とする不利益取扱

86 件 40.2%

セクシュアルハラスメント

111 件 51.9%

妊娠・出産等に関
するハラスメント

17 件 7.9%

214件
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 ⑵ 育児・介護休業法関係のハラスメントに関する相談の内訳 

 

ハラスメント関係の相談 

（育児・介護休業法関係） 
120 件 

育
児
関
係 

育児休業を理由とする不
利益取扱 

65 件 

その他の育児関係の不利
益取扱 

24 件 

育児休業等に関するハラ
スメント 

20 件 

介
護
関
係 

介護休業を理由とする不
利益取扱 

4 件 

その他の介護関係の不利
益取扱 

3 件 

介護休業等に関するハラ
スメント 

4 件 

 

 

３ ハラスメントに関する紛争解決援助制度等の受理件数（令和２年度～令和６年度） 

[件] 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

男女雇用機会均等法 
・セクシュアルハラスメント 

・妊娠・出産等に関するハラ
スメント 
・妊娠・出産等を理由とする

不利益取扱 

紛争解決援助 3 6 5 1 5 

調停 0 1 0 1 2 

育児・介護休業法 
・育児・介護休業等に関する

ハラスメント 
・育児休業・介護休業等を理
由とする不利益取扱 

紛争解決援助 1 3 1 1 3 

調停 0 0 0 0 0 

労働施策総合推進法 
・パワーハラスメント 

紛争解決援助 0 3 9 3 12 

調停 0 2 0 1 7 

個別労働紛争解決促
進法 
・いじめ・嫌がらせ 

助言・指導 16 12 4 8 6 

あっせん 24 18 7 17 5 

※１ 紛争解決援助 岐阜労働局長が、労働者と事業主との間の紛争を法に忠実かつ客観的な立場から、当事者双方の意見を聴取し、双

方の意見を尊重しつつ法の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助言・指導・勧告）することにより紛争の

解決を図る制度。 

※２ 調停     紛争当事者である労働者と事業主との間に第三者（岐阜労働局に設置されている紛争調整委員会の調停委員（弁護

士や大学教授など労働問題の専門家））が関与し、当事者双方から事情を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作

成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争を解決する制度。 

※３ 助言・指導  民事上の個別労働紛争について、岐阜労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことで、紛争当事者の自

主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭または文書で行うものであり、指導は、

当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示す制度。 

※４ あっせん   岐阜労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や大学教授など労働問題の専門家）が紛争当

事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。  

育児休業を理由と

する不利益取扱

65 件 54.2%

その他の育児関

係の不利益取扱

24 件 20.0%

育児休業等

に関するハ

ラスメント

20 件

16.7%

介護休業を

理由とする

不利益取扱

4 件 3.3%

その他の介護関

係の不利益取扱

3 件 2.5%

介護休業等に関

するハラスメント

4 件 3.3%

120件
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令和６年度のハラスメントの紛争解決援助等事例

事例１ セクハラ・パワハラに関する調停

事案の概要 申請人は、被申請人である事業主からセクシュアルハラスメ

ント行為、及び同僚からパワーハラスメント行為によって就

業環境を害されたうえ、同事業主から解雇を言い渡された。

ハラスメント行為等による精神的苦痛に対する慰謝料及び経

済的損害が発生したとして賠償金の支払を被申請人に対して

求めるもの。

調停の結果 ● 調停委員が申請者及び事業主から事情や意見を聴き、検討

した結果、

・被申請人は申請人に解決金を支払う

・被申請人及び事業場の従業員への接触禁止

・紛争の内容や解決方法についての口外禁止
等を内容とする調停案を示した。

● 関係当事者双方が調停案を受入れて合意した。

事例２ 有期雇用労働者の育児休業に関する紛争解決援助

事案の概要 申立人（有期雇用労働者）が、育児休業の取得希望を会社に

伝えたところ、「あなたは育児休業取得できない人だから」

との説明のみで育児休業取得ができない。

育児休業を取得したい。

援助の内容・

結果

● 事業主から事情を聴取したところ、労使協定に入社1年未満

の社員を除外する旨の協定があることにより育児休業の取得

を拒んだとのことであったことから、産後休業中に入社1年を

経過する場合、育児休業取得は可能である旨説明し、申立人

に入社1年を経過すれば育児休業取得が可能であること、手続

きの仕方を説明するよう助言。

● 助言の結果、申請人は会社に育児休業の申出を行い、育児

休業を取得できるようになった。
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事例３ パワハラに関する紛争解決援助

事案の概要 申立人は立場が上の人事担当から高圧的な態度や嫌がらせ、

他の社員からの切り離しなどのパワハラを受けてきた。

会社に対してパワハラを訴えたが、会社は何も対応してくれ

ない。

会社に対してパワハラについての調査を求めたい。調査結果

についても会社から説明を求めたい。

援助の内容・

結果

● 事業主に労推法の事業主のパワハラ防止措置義務について
説明。当該パワハラについて事実確認をし、申立人に対し十
分な説明、再発防止措置の実施をするよう助言を行った。

● 申立人が希望されたパワハラに関する事実確認、申立人へ
の説明が行われたことを確認した。事業主は今後のパワハラ
防止措置として、パワハラの対策室を設置し、労働者の相談
に乗るようにすることとなった。

事例４ いじめ・嫌がらせに関するあっせん

事案の概要 申請人（短時間労働者）は、同僚からの嫌味や能力否定的な

言動により心身に不調をきたした。人事労務担当者に対して

職場環境の改善を求めたが、逆に状況が悪化し、退職に追い

込まれてしまった。

申請人は、事業主が職場環境を配慮する義務を怠ったとして、

経済的・精神的損害に対する補償金の支払いを求め、あっせ

んを申請したもの。

あっせんの

結果

● あっせん委員が事業主の主張を確認したところ、事業主は

申請人が主張するいじめ・嫌がらせの事実を否認し、申請人

に賠償をする道理がないことを主張した。

● これを受けて、あっせん委員が、粘り強く双方譲歩可能な

解決策を調整した結果、解決金を支払うことで合意した。
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別紙２ 
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別紙３ 
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